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青梅署 13次防 目標値 

年千人率  
死傷者数

１年間の平均労働者数
      

青梅署 第１３次労働災害防止計画 目標値 
青梅労働基準監督署 

死傷災害（休業４日以上）【全産業】 

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

316 人 311 人 305 人 300 人 295 人 
290 人 

以下 

厚生労働省目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死傷年千人率を５％以上減少させる 

東京労働局目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死傷者数を５％以上減少させる 

青梅労働基準監督署目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死傷者数を８％以上減少させる 

※ 達成できなかった 12 次防の目標を踏襲し 290 人以下を目標とした 

死傷災害（休業４日以上の死傷年千人率）【第三次産業】（平成 27 年国勢調査 就業状態等基本集計及び労働者死傷病報告による。） 

2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

1.67 

（164 人） 

1.65 

（162 人） 

1.63 

（160 人） 

1.62 

（158 人） 

1.60 

（157 人） 

1.59 

（156 人） 

東京労働局目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死傷年千人率を５％以上減少させる 

青梅労働基準監督署目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死傷年千人率を５％以上減少させる 

死亡災害 

2017 年 1 人 ⇒ 2022 年 0 人  
厚生労働省目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死亡者数を１５％以上減少させる 

東京労働局目標 ⇒ 2017 年と比較して 2022 年の死亡者数を１５％以上減少させる 

青梅労働基準監督署目標 ⇒ 第１２次労働災害防止計画期間中の最少０人を達成する 

１２次防期間中最少の０人を目標とする！ 

※ 年千人率とは、一年間の労働者 1,000 人あたり
に発生した死傷者数の割合のことです。 

トップが打ち出す方針 

みんなで共有 生み出す安全・安心 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 
 

 

日頃から、労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には着実に減少し

てきています。 

しかしながら、東京都内では今なお年間約60人の方が労働災害により命を落としています。 

また、当署管内では、昨年は一昨年に比べ、死亡者は同水準であったものの、休業４日以上の労働災害は大幅に増

加という憂慮すべき状況にあります。 

死傷者については、全産業の休業４日以上の労働災害367人のうち、５割以上が小売業や飲食店、社会福祉施設等

の第三次産業に従事する方々でした。労働災害全体に占める第三次産業の割合は年々増加し続けています。業種ごと

の差はあるものの、第三次産業においては、転倒、腰痛・捻挫の割合が高くなっています。 

労働災害の増加には、様々な背景があるものと考えられます。経済の活性化、経験豊富な現場管理者や技能労働者

をはじめとする人手不足などもその一因と考えられます。 

しかしながら、昨年に発生した死亡災害をはじめとする重篤な労働災害を個別にみると、基本的な安全管理の取組

が徹底されていないことによるものが多数見られ、安全衛生管理体制がおろそかになっている状況が懸念されます。 

労働災害は本来あってはならないものであり、特に死亡災害を発生させないためには、経営トップの強い意識のも

と、不断の取組が必要です。労働災害のない職場づくりを進めることは、人材を確保・養成し、企業活動を活性化す

る上でも、大きなメリットをもたらします。 

全国安全週間を実施する６月から７月７日までは、事業場の安全・衛生について点検を行う良い機会でもあります

。事業者の皆様におかれましては、次頁の事項に特にご留意の上、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向

け、安全・衛生のための活動を行っていただきますよう要請いたします。 
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青梅労働基準監督署長 田中宏治 

青梅労働基準監督署長  中島雄宏 



 
 
  

東京都内では、１年間に約60人の方が労働災害で亡くなっています。 

労働災害を防止するため、以下の事項に取り組みましょう！ 

 
 安全で衛生的な職場環境を実現するためには、企業内の体制を整備する必要があります。この観点 
から、経営トップが方針を表明し、職場の安全衛生に対する意識や取組をご確認ください。 

  
 労働災害を防止するには、企業の自主的活動が不可欠です。 このため、安全管理者などの法定の 
管理者を選任し、適切な職務を行わせているか、活動実態はあるかなどをご確認ください。 

 また、第三次産業の一部業種など、安全管理者等を置くことが法的義務となっていない事業場においても、安全衛生に関する
担当者（安全推進者）を置き、職場環境の改善や作業方法の改善、労働者への安全教育や意識啓発の取組を行ってください。 

 
 機械設備や生産工程の多様化・複雑化に伴い、個々の事業場に応じた危険性の把握が一層重要と 
なっています。このため、職場内の危険性を調査し、必要な措置を講じること（リスクアセスメント）は、 
事業者の責務とされています。 職場内の危険な場所や作業内容を不断に確認し、危険性の高いもの 
から順次改善を行ってください。 

 
 職場内での転倒や、移動中の交通事故など、労働者 １人１人 の安全意識が重要となる、労働災害の割合が増えてきていま
す。 死亡災害などの重篤な災害を防ぐためには、労働者自身が危険性を事前に察知することも重要なことです。 

 この観点から、労働者１人１人に対し、事業場内の設備や作業内容等に応じた安全衛生に関する教育、労働災害防止のため
の意識啓発の取組をお願いします。 

 首都東京で働く人の労働災害を防ぎましょう！東京労働局では、第13次労働災害防止計画に基づく取組を推進しています。 

 

～トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心～ 

職場の安全・衛生のための活動 

青梅労基署HP 

東京労働局・労働基準監督署 

東京労働局HP 

□経営トップの意識が重要です！ 

□安全衛生管理体制は確立されていますか？ 

□職場内の危険を洗い出し、順次改善していきましょう！ 

□労働者１人１人に対する意識啓発をお願いします 



全産業における死傷者数の推移［全国］ 
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業種別死傷年千人率の推移 （休業４日以上）平成24年～平成30年 10 

計 食料品
木材・木

製品
化学工

業
非鉄金

属
金属製

品
一般機
械器具

電気機
械器具

輸送用
機械

電気・ガ
ス・水道

平成24年 2.3 3.0 6.2 13.1 1.7 2.3 5.7 1.6 0.6 1.7 0.5 9.9
平成25年 2.3 2.8 6.0 11.4 1.6 2.3 5.4 1.4 0.6 1.6 0.4 12.0
平成26年 2.3 2.9 5.9 12.3 1.6 2.2 5.7 1.4 0.6 1.7 0.5 8.1
平成27年 2.2 2.8 5.7 11.2 1.5 2.1 5.4 1.4 0.6 1.6 0.5 7.0
平成28年 2.2 2.7 5.7 11.0 1.5 2.1 5.3 1.4 0.7 1.4 0.4 9.2
平成29年 2.2 2.7 5.8 9.9 1.6 2.0 5.3 1.3 0.7 1.5 0.5 7.0
平成30年 2.3 2.8 5.8 10.9 1.7 2.2 5.2 1.3 0.7 1.7 0.6 10.7

計
陸上貨
物運送

平成24年 5.0 6.3 8.4 31.6 1.9 0.8 4.5 0.3 1.5 2.4 5.7 15.0
平成25年 5.0 6.3 8.3 28.7 1.8 0.7 3.8 0.3 1.4 2.5 5.4 9.9
平成26年 5.0 6.4 8.4 26.9 1.8 0.8 3.6 0.3 1.5 2.5 5.2 6.3
平成27年 4.6 6.3 8.2 27.0 1.8 0.7 3.2 0.3 1.5 2.6 5.2 8.0
平成28年 4.5 6.3 8.2 31.2 1.8 0.7 3.6 0.3 1.5 2.5 5.1 8.9
平成29年 4.5 6.5 8.4 32.9 1.8 0.8 3.7 0.4 1.6 2.5 4.9 8.1
平成30年 4.5 6.8 8.9 22.4 2.0 0.7 3.8 0.4 1.7 2.5 5.2 7.4
資料出所：労働者死傷病報告及び総務省労働力調査

注１） 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で表される。
1年間の死傷者数

1年間の平均労働者数

教育研
究業

保健衛
生業

接客娯
楽業

農業 漁業林業 商業 金融業
通信・郵

便業

運輸業

全産業 鉱業

年千人率＝ ×1,000

製造業

建設業



（事業所規模100人以上）

死亡

調　査　産　業　計 1.83 0.00 0.09 50.4

Ａ 農業，林業 6.28 0 0.16 25.5

Ｂ 漁業 5.46 0 0.10 18.5

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1.43 0 0.07 49.3

Ｄ 建設業（総合工事業を除く。） 0.79 0.03 0.28 349.8

Ｅ 製造業 1.20 0.01 0.10 85.7

Ｆ 電気･ガス･熱供給･水道業 0.65 0 0.01 22.3

Ｇ 情報通信業(通信業､新聞業及び出版業に限る。) 0.33 0 0.01 21.8

Ｈ 運輸業，郵便業 3.42 0.00 0.12 34.5

Ｉ 卸売業，小売業 2.08 0.01 0.10 48.3

Ｍ
宿泊業，飲食サービス業（旅館，ホテルに

限る。）
3.53 0 0.06 15.8

Ｎ
生活関連サービス業，娯楽業（洗濯業、

旅行業及びゴルフ場に限る。）
4.90 0 0.11 22.7

Ｐ 医療，福祉（一部の業種に限る。）　3) 1.59 0.00 0.04 27.3

Ｒ
サービス業（他に分類されないもの）

（一部の業種に限る。）　4)
3.86 0.00 0.13 33.1

強

度

率
　産　　　　　　　　業

度数率

死傷合計

死傷者１人

平均労働損

失日数

（日）
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産業別労働災害率及び死傷者１人平均労働損失日数 11 
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無災害事業所の割合の推移 
〔調査産業計（事業所規模100人以上）〕 



労働災害発生状況（H30）確定値［全国］ 

+3.6% 

+38人
（+38.4%） 

+729人
（+5.2%） 

労働災害発生状況（H29）［全国］ 

▲42人 

▲14人 

▲35人 

▲1人 

+23人 

+293人 

+245人 

+1112人 

+4051人 

+1168人 
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労働災害発生状況（H30）確定値［全国］ 

▲ 2人 
（ ▲ 0.8%） 

+3523人
（+11.1%） 

▲ 27人 
（ ▲ 13.4%） 

+847人
（+4.2%） 
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▲ 27人 
（ ▲ 19.3%） +781人

（+4.8%） 
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8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

死傷（死亡+休業４日以上） 

東京労働局管内の労働災害発生状況（死傷） 

H30確定値 

9837 ▷ 10486

（＋6.6％） 
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58 
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130

140

死亡 

死傷災害発生状況の推移（H8-H30）［東京］ 

死亡災害発生状況の推移( H8-H30)［東京］ 
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H31年4月末現在 

＋649（＋6.6％） 

H31年4月末現在 

▲3（▲1.9％） 



63 66 
58 

67 
74 

54 

82 
76 73 

53 
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86 
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130
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死亡 

H30確定値 

66 ▷ 63 

（▲4.76％） 

東京労働局管内の労働災害発生状況（死亡） 
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事故の型別・死亡災害発生状況（H20-H30）［東京］ 

死亡災害 

19 

事故の型別・死亡災害発生状況の推移( H21-H30)［東京］ 
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

墜落・転落 

交通事故 

はさまれ・巻き

込まれ 

飛来・落下 

崩壊・倒壊 

はさまれ・巻き込まれ 

墜落・転落 

交通事故（道路） 

飛来・落下 

崩壊・倒壊 

死亡災害 



事故の型別・死傷災害発生状況（H20-H30）［東京］ 

全産業 
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事故の型別・死傷災害発生状況（H21-H30）［東京］ 

1,882  

2,006  
2,104  

2,202  
2,125  

2,244  
2,155  

2,241  

2,349  

2,752  

1,388  
1,443  1,402  

1,488  
1,417  1,417  1,399  

1,571  
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1,602  
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847  
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890  
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905  896  922  913  895  
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719  
665  

625  

577  555  527  576  
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

転倒 

動作の反動・無

理な動作 

墜落・転落 

 

交通事故（道

路） 

はさまれ・巻き

込まれ 

切れ・こすれ 
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死傷災害 
（休業4日以上） 



業種別・死傷災害発生状況( H24-H30)［青梅］ 

H31年1月末現在 
303 ▷ 347（＋14.5％） 
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全産業 事故の型別・死傷災害発生状況( H25-H29)［青梅］ 
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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

青梅署13次防目標値→ 311 305 300 295 290

件以内

件 件 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（1年目）実績（月別速報値）→ 42 (30)72 (32)104 (29)133 (29)162 (23)185 (29)214 (30)244 (37)281 (37)318 (25)343 (24)367

前年実績（月別確定値）→ 35 (24)59 (29)88 (34)122 (24)146 (23)169 (34)203 (22)225 (18)243 (34)277 (24)301 (15)316 2018 127,329 (909) 10,486 (63)

署13次防（1年目）目標値（月別）→ 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 311 2017 120,460 (977) 9,837 (66)

↑実績値の（　）内は当該月の数（　）外は累計、オレンジは目標値超、赤は前年確定値超、青は目標値以下↑ 増減率 5.7 -7.0 6.6 -4.5

青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

82 34 6 24 7 4 48 39 3 44 32 57 42 31 23 23 5 35 5 10 367
59 35 17 15 3 3 46 42 2 51 47 49 39 22 15 12 1 30 4 4 10 316

増減率(％) 39.0 -2.9 -64.7 60.0 133.3 33.3 4.3 -7.1 50.0 -13.7 -31.9 16.3 7.7 40.9 53.3 91.7 400.0 16.7 -100.0 25.0 0.0 16.1 

22.3% 9.3% 1.6% 6.5% 1.9% 1.1% 13.1% 10.6% 0.8% 12.0% 8.7% 15.5% 11.4% 8.4% 6.3% 6.3% 1.4% 9.5% 0.0% 1.4% 2.7% 100.0%

18.7% 11.1% 5.4% 4.7% 0.9% 0.9% 14.6% 13.3% 0.6% 16.1% 14.9% 15.5% 12.3% 7.0% 4.7% 3.8% 0.3% 9.5% 1.3% 1.3% 3.2% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（確定値）
2019 2019 4

青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

1 1 1
1 1 1

全業種中の割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）

下段は前年同期（確定値）

青梅署13次防（1年目）目標値

件以内
(前年比)

平成30年青梅署管内労働災害発生状況

死傷 災害発生状況（確定値） 死亡

現在 367 件 現在

上段は本年4月末日現在（確定値）

商業

災害発生状況（確定値）

-1.58% )(  

死亡 0

前年同期 316 前年同期 1 達成率(死傷)
（確定値）

367件/311件
(18%)

1 件

死傷（４日以上） 311

建設業
運輸交

通業

貨物取

扱業

超過

全国 東京 (　)内

は死亡

者数

平成30年 死傷災害発生状況 （確定値）
その１ 署別・業種別

増減率(％) 16.1 増減率(％) 0.0 達成率(死亡)
（確定値）

1件/0件
(100%)

保健衛

生業

接客娯

楽業

清掃と

畜業

製造業 建設業
運輸交

通業

貨物取

扱業

＊

ビルメ

ン業

＊

金融業

青梅

全業種中の割合

平成31年 死亡災害発生状況  （確定値）
その１ 署別・業種別

その他

の三次

産業

その他

(一次産

業)

署計
＊

土木工

事業

＊

建築工

事業

＊

その他

の建設

業

＊

道路貨

物運送

業

＊

小売業

社会福

祉施設

＊

飲食店
製造業

署計
＊

土木工

事業

＊

建築工

事業

＊

その他

の建設

業

＊

道路貨

物運送

業

＊

小売業

社会福

祉施設

＊

飲食店

＊

ビルメ

ン業

＊

金融業
商業

保健衛

生業

接客娯

楽業

清掃と

畜業

 その他

の三次

産業

その他
（鉱業、

農林業、

畜産・

水産業）

青梅

上段は本年4月末日現在（確定値）

平成30年死傷災害発生状況（確定値） 23 



青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

8 9 1 5 1 3 11 11 5 3 4 3 5 3 2 5 2 51
4 9 3 6 2 14 14 6 6 3 2 4 1 1 2 43

増減率(％) 100.0 0.0 -66.7 -16.7 -50.0 300.0 -21.4 -21.4 - -16.7 -50.0 33.3 50.0 500.0 300.0 -50.0 -100.0 400.0 - - 0.0 18.6 

21 9 1 8 2 13 11 1 7 6 21 12 8 6 5 2 9 4 1 95
9 2 2 10 10 2 18 17 15 12 8 6 2 12 2 2 78

増減率(％) 133.3 350.0 100.0 300.0 200.0 - 30.0 10.0 -50.0 -61.1 -64.7 40.0 0.0 0.0 0.0 150.0 200.0 -25.0 -100.0 100.0 100.0 21.8 

21 5 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 1 36
25 7 2 2 1 3 3 3 7 5 3 2 3 1 2 51

増減率(％) -16.0 -28.6 -50.0 50.0 0.0 -66.7 -100.0 -100.0 - -57.1 -60.0 -66.7 -100.0 - - -33.3 100.0 200.0 - - -50.0 -29.4 

7 1 1 1 1 1 4 3 8 7 1 3 25
6 6 3 3 4 4 1 1 1 1 4 23

増減率(％) 16.7 -83.3 -100.0 -66.7 100.0 - 100.0 100.0 - 0.0 -25.0 -100.0 -100.0 800.0 700.0 -100.0 - 0.0 - - -25.0 8.7 

1 4 2 3 3 4 4 1 3 16
1 3 3 3 1 1 1 6 1 1 14

増減率(％) 0.0 -100.0 -100.0 - - - 33.3 100.0 - 200.0 200.0 400.0 400.0 - - 100.0 - -50.0 -100.0 -100.0 - 14.3 

9 1 1 1 7 4 2 11 6 14 11 2 1 4 2 6 56
7 2 2 6 5 10 9 15 13 7 4 1 6 54

増減率(％) 28.6 -50.0 -100.0 100.0 100.0 - 16.7 -20.0 200.0 10.0 -33.3 -6.7 -15.4 -71.4 -75.0 300.0 200.0 0.0 - - - 3.7 

15 9 3 6 1 12 10 11 9 13 12 8 6 9 8 1 3 88
7 6 4 2 10 9 5 5 12 9 7 5 1 3 1 1 2 53

（注１） 上記表の上段は本年4月末日現在（確定値）下段は前年同期（確定値）、（注２） データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

　　※　下記グラフの項目の「2018」は本年4月末日現在、（確定値）「2017」は前年同期（確定値）

商業

平成30年 事故の型別・死傷災害発生状況 （確定値）
業種別・事故の型別

製造業 建設業
運輸交

通業

貨物取

扱業

保健衛

生業

接客娯

楽業

清掃と

畜業

その他

(一次産

業)

署計
＊

土木工

事業

＊

建築工

事業

＊

その他

の建設

業

＊

道路貨

物運送

業

＊

小売業

社会福

祉施設

＊

飲食店

交通事故
（道路）

動作の反動
無理な動作

上記以外

＊

ビルメ

ン業

＊

金融業

墜落・転落

転倒

はさまれ・
巻き込まれ

切れこすれ

その他

の三次

産業

43
51

78

95

51

36

23 25

14 16

54 5653

88
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（道路）

動作の反動

無理な動作

上記以外
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160

180

2017 2018

その他（一次産業）

その他の三次産業

清掃・と畜業

接客娯楽業

保健衛生業

商業

貨物取扱業

運輸交通業

建設業

製造業

59

82

35

34

46

48

2

3

51

44

49

57

22

31

12

23

30

35

10

10

50 100 150 200 250 300 350 400

2017

2018

製造業

建設業

運輸交通業

貨物取扱業

商業

保健衛生業

接客娯楽業

清掃と畜業

その他の三次産業

その他(一次産業)

10ページ 11ページ 
2018 2018 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

12 平成30年12月末日現在）青梅署13次防目標値→ 311 305 300 295 290

死傷

件以内

件 件 12月度 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（1年目）実績（月別速報値）→ 42 (30)72 (32)104 (29)133 (29)162 (23)185 (25)210 (30)240 (37)277 (28)305 (19)324 (7)331

前年実績（月別確定値）→ 35 (24)59 (29)88 (34)122 (24)146 (23)169 (34)203 (22)225 (18)243 (34)277 (24)301 (15)316

署13次防（1年目）目標値（月別）→ 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 311

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

77 31 6 21 7 4 41 33 3 40 31 48 28 20 22 5 32 4 9 331
53 30 17 10 1 3 40 37 2 47 43 45 21 14 12 1 26 2 3 10 286

増減率(％) 45.3 3.3 -64.7 110.0 600.0 33.3 2.5 -10.8 50.0 -14.9 -27.9 6.7 33.3 42.9 83.3 400.0 23.1 -100.0 33.3 -10.0 15.7 

全業種中の割合 23.3% 9.4% 1.8% 6.3% 2.1% 1.2% 12.4% 10.0% 0.9% 12.1% 9.4% 14.5% 8.5% 6.0% 6.6% 1.5% 9.7% 0.0% 1.2% 2.7% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（速報値）
2018 2018 12

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

1 1 1

全業種中の割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）

下段は前年同期（速報値）

上段は本年12月末日現在（速報値）

達成率(死傷)
（速報値）

331件/311件
(6.4%)

達成率(死亡)
（速報値）

1件/0件
(100%)

286 0

保健衛生

業

接客娯楽

業

清掃と畜

業
＊

飲食店

＊

金融業

＊

その他の

建設業

＊

道路貨物

運送業

その他の

三次産業
＊

卸小売業

前年同期

現在
前年同期

平成30年 死亡災害発生状況  （平成30年12月末日現在））

超過

署計

青梅

製造業 建設業

平成30年 死傷災害発生状況 （平成30年12月末日現在））

その他

(一次産

業)

＊

土木工事

業

＊

建築工事

業

件

署計＊

飲食店

＊

ビルメン

業

＊

金融業

その他
（鉱業、

農林業、

畜産・

水産業）

運輸交通

業

331 件

保健衛生

業
＊

卸小売業

運輸交通

業

貨物取扱

業
商業

貨物取扱

業
商業

＊

土木工事

業

＊

建築工事

業

＊

その他の

建設業

＊

道路貨物

運送業

青梅

その１ 署別・業種別

清掃と畜

業

 その他

の三次産

業

15.7 増加増減率(％)増減率(％)

上段は本年12月末日現在（速報値）

製造業 建設業

その１ 署別・業種別

＊

ビルメン

業

接客娯楽

業

H30青梅署管内労働災害発生状況

青梅署13次防（1年目）目標値

311

災害発生状況（12月31日現在） 災害発生状況（12月31日現在）死亡

1 0死亡

死傷（４日以上）
件以内

-1.58% )(  (前年比)現在

2017 2017 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

12 確定値 青梅署12次防目標値→ 342 329 316 303 290

死傷

件以内

件 件 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（5年目）実績（月別）→ 35 59 88 122 146 169 203 225 243 277 301 316

前年実績（月別速報値）→ 34 69 91 117 141 171 200 230 260 282 309 332

署12次防（5年目）目標値（月別）→ 25 49 74 98 123 147 172 196 221 245 270 290

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

59 35 17 15 3 3 46 42 2 51 47 49 22 15 12 1 30 4 4 10 316
65 48 19 28 4 1 42 34 5 52 46 41 24 9 8 4 36 4 11 332

増減率(％) -9.2 -27.1 -10.5 -46.4 -25.0 200.0 9.5 23.5 -60.0 -1.9 2.2 19.5 -8.3 66.7 50.0 -75.0 -16.7 400.0 0.0 -9.1 -4.8 

全業種中の割合 18.7% 11.1% 5.4% 4.7% 0.9% 0.9% 14.6% 13.3% 0.6% 16.1% 14.9% 15.5% 7.0% 4.7% 3.8% 0.3% 9.5% 1.3% 1.3% 3.2% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（確定値）
2017 2017 12

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 6

全業種中の割合 - - - - - - 100% 100% - - - - - - - - - - - - 100% 

（注）

下段は前年同期（確定値）

上段は本年12月末日現在（確定値）

達成率(死傷)
（確定値）

316件/290件
(9%)

達成率(死亡)
（確定値）

1件/0件
(100%)

332 6

保健衛生

業

接客娯楽

業

清掃と畜

業
＊

飲食店

＊

金融業

現在
前年同期

現在
前年同期

平成29年 死亡災害発生状況  （確定値）

超過

署計

青梅

製造業 建設業

平成29年 死傷災害発生状況 （確定値）

その他

(一次産

業)

＊

土木工事

業

＊

建築工事

業

件

＊

その他の

建設業

＊

道路貨物

運送業

 その他

の三次産

業

＊

卸小売業

運輸交通

業

316 件

保健衛生

業

接客娯楽

業
署計＊

飲食店

＊

ビルメン

業

＊

金融業

その他
（鉱業、

農林業、

畜産・

水産業）

＊

卸小売業

運輸交通

業

貨物取扱

業
商業

貨物取扱

業
商業

＊

土木工事

業

＊

建築工事

業

＊

その他の

建設業

＊

道路貨物

運送業

-12.65% )(  (前年比)

青梅

その１ 署別・業種別

清掃と畜

業

 その他

の三次産

業

-4.8 -83.3増減率(％)増減率(％)

上段は本年12月末日現在（確定値）

製造業 建設業

その１ 署別・業種別

＊

ビルメン

業

H29青梅署管内労働災害発生状況

青梅署12次防（5年目）目標値

290
災害発生状況（確定値） 災害発生状況（確定値）死亡

1 0死亡

死傷（４日以上）
件以内

24 



平成30年死傷災害発生状況（確定値） 25 
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

青梅署13次防目標値→ 311 305 300 295 290

件以内

件 件 5月度 目標内

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（2年目）実績（月別速報値）→ 31 (26)57 (21)78 (2)80

前年実績（月別確定値）→ 42 (30)72 (32)104 (29)133 (29)162 (23)185 (29)214 (30)244 (37)281 (37)318 (25)343 (24)367 2019 37,656 (260) 2,816 (15)

署13次防（2年目）目標値（月別）→ 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 305 2018 39,900 (266) 2,972 (11)

↑実績値の（　）内は当該月の数（　）外は累計、オレンジは目標値超、赤は前年確定値超、青は目標値以下↑ 増減率 -5.6 -2.3 -5.2 36.4

その１ 署別・業種別 青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

190 367 61 252 27 54 504 300 47 482 373 264 207 252 199 263 175 424 20 95 23 2816
194 344 52 246 24 46 576 295 33 507 368 266 205 271 214 242 172 525 37 91 14 2972

増減率(％) -2.1 6.7 17.3 2.4 12.5 17.4 -12.5 1.7 42.4 -4.9 1.4 -0.8 1.0 -7.0 -7.0 8.7 1.7 -19.2 -45.9 4.4 64.3 -5.2 

20 8 3 4 1 1 14 13 2 7 5 21 17 8 6 8 6 2 5 99
34 9 8 2 1 16 13 1 20 16 14 9 7 5 2 8 3 114

増減率(％) -41.2 -11.1 300.0 -50.0 -50.0 0.0 -12.5 0.0 100.0 -65.0 -68.8 50.0 88.9 14.3 20.0 300.0 - -25.0 - 200.0 66.7 -13.2 

20.2% 8.1% 3.0% 4.0% 1.0% 1.0% 14.1% 13.1% 2.0% 7.1% 5.1% 21.2% 17.2% 8.1% 6.1% 8.1% 0.0% 6.1% 0.0% 2.0% 5.1% 100.0%

29.8% 7.9% 0.0% 7.0% 1.8% 0.9% 14.0% 11.4% 0.9% 17.5% 14.0% 12.3% 7.9% 6.1% 4.4% 1.8% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 2.6% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。
下段は前年同期（速報値）

2019 2019 5

その１ 署別・業種別 青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

東京 1(0) 7(0) 3(0) 4(0) 1(0) 2(0) 4(0) 4(0) 15(0)

(( )内は青梅) 3(0) 3(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 4(0) 1(0) 11(0)

全業種中の割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）
下段は前年同期（速報値）

令和元年 死亡災害発生状況（令和元(2019)年5月末日現在）

上段は本年5月末日現在（速報値）

署計
＊
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建築工
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その他
（鉱業、

農林業、

畜産・
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その他

の三次
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製造業 建設業
運輸交

通業

貨物取

扱業

＊

金融業

東京

青梅

全業種中の割合

上段は本年5月末日現在（速報値）

全国 東京 (　)内

は死亡
者数

令和元年 死傷災害発生状況（令和元(2019)年5月末日現在）

製造業 建設業
運輸交

通業

その他
（鉱業、

農林業、

畜産・

水産業）

全産業
＊

土木工

事業

＊

建築工
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その他

の建設
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道路貨

物運送
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祉施設
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飲食店

＊

ビルメ

ン業

貨物取

扱業
商業

保健衛

生業

接客娯

楽業

清掃と

畜業

死亡 0現在 99 件 現在 0 件

目標内
増減率(％) -13.2 増減率(％) - 達成率(死亡)

（速報値）
0件/0件
(0%)

令和元(2019)年青梅署管内労働災害発生状況

死傷 災害発生状況（5月31日現在） 死亡 災害発生状況（5月31日現在） 青梅署13次防（2年目）目標値

前年同期 114 前年同期 0 達成率(死傷)
（速報値）

99件/128件
(-22.7%)

死傷（４日以上） 305 件以内
(前年比) -16.89% )(  



青梅労働基準監督署
  

木造家

屋建築

工事業

＊

警備業

3 2 1 1 7 7 1 1 3 2 1 1 1 2 18
4 2 2 1 4 4 1 1 1 1 13

増減率(％) -100.0 50.0 - 0.0 0.0 100.0 75.0 75.0 - 100.0 100.0 300.0 200.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 100.0 38.5 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 13
11 1 1 4 4 1 3 3 9 4 1 1 1 32

増減率(％) -81.8 100.0 100.0 0.0 - - -75.0 -75.0 0.0 -33.3 -33.3 -88.9 -75.0 100.0 100.0 0.0 - 0.0 - 100.0 - -59.4 

6 1 1 2 1 1 1 1 1 13
8 3 2 1 1 1 1 1 13

増減率(％) -25.0 -66.7 100.0 -100.0 -100.0 -100.0 200.0 100.0 100.0 0.0 -100.0 - - 100.0 - - - 0.0 - - - 0.0 

3 2 1 1 1 2 8
2 3 2 3 2 8

増減率(％) 50.0 200.0 100.0 100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - - -100.0 -100.0 100.0 - - - - 200.0 0.0 

1 1 1 1 1 2 2 5
3 1 3 3 2 2 1 2 11

増減率(％) 100.0 - - - - - -100.0 -100.0 - -66.7 -66.7 -50.0 -50.0 200.0 200.0 -100.0 - -100.0 - - - -54.5 

3 2 2 8 7 1 1 2 2 18
4 1 1 5 3 1 1 2 13

増減率(％) -25.0 - - - - - 100.0 100.0 - -100.0 -100.0 800.0 700.0 0.0 0.0 200.0 - 0.0 - - - 38.5 

5 2 2 2 1 8 6 1 1 4 1 1 1 24
5 3 3 4 3 5 4 3 3 1 1 1 2 24

（注１） 上記表の上段は本年5月末日現在（速報値）下段は前年同期（速報値）、（注２） データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

　　※　下記グラフの項目の「2019」は本年5月末日現在、（速報値）「2018」は前年同期（速報値）
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7

14

21

7

8

2

8

8

6

3

5
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2018

2019

製造業

建設業

運輸交通業

貨物取扱業

10ページ 11ページ 
2018 2018 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

12 平成30年12月末日現在）青梅署13次防目標値→ 311 305 300 295 290

死傷

件以内

件 件 12月度 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（1年目）実績（月別速報値）→ 42 (30)72 (32)104 (29)133 (29)162 (23)185 (25)210 (30)240 (37)277 (28)305 (19)324 (7)331

前年実績（月別確定値）→ 35 (24)59 (29)88 (34)122 (24)146 (23)169 (34)203 (22)225 (18)243 (34)277 (24)301 (15)316

署13次防（1年目）目標値（月別）→ 26 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 311

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

77 31 6 21 7 4 41 33 3 40 31 48 28 20 22 5 32 4 9 331
53 30 17 10 1 3 40 37 2 47 43 45 21 14 12 1 26 2 3 10 286

増減率(％) 45.3 3.3 -64.7 110.0 600.0 33.3 2.5 -10.8 50.0 -14.9 -27.9 6.7 33.3 42.9 83.3 400.0 23.1 -100.0 33.3 -10.0 15.7 

全業種中の割合 23.3% 9.4% 1.8% 6.3% 2.1% 1.2% 12.4% 10.0% 0.9% 12.1% 9.4% 14.5% 8.5% 6.0% 6.6% 1.5% 9.7% 0.0% 1.2% 2.7% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（速報値）
2018 2018 12

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

1 1 1

全業種中の割合 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）

下段は前年同期（速報値）

上段は本年12月末日現在（速報値）

達成率(死傷)
（速報値）

331件/311件
(6.4%)

達成率(死亡)
（速報値）

1件/0件
(100%)

286 0
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平成30年 死亡災害発生状況  （平成30年12月末日現在））

超過

署計

青梅

製造業 建設業

平成30年 死傷災害発生状況 （平成30年12月末日現在））
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運送業

青梅

その１ 署別・業種別
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業

 その他

の三次産

業

15.7 増加増減率(％)増減率(％)

上段は本年12月末日現在（速報値）

製造業 建設業

その１ 署別・業種別

＊

ビルメン

業

接客娯楽

業

H30青梅署管内労働災害発生状況

青梅署13次防（1年目）目標値

311

災害発生状況（12月31日現在） 災害発生状況（12月31日現在）死亡

1 0死亡

死傷（４日以上）
件以内

-1.58% )(  (前年比)現在

2017 2017 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

12 確定値 青梅署12次防目標値→ 342 329 316 303 290

死傷

件以内

件 件 超過

％ ％

月別目標及び実績 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
（5年目）実績（月別）→ 35 59 88 122 146 169 203 225 243 277 301 316

前年実績（月別速報値）→ 34 69 91 117 141 171 200 230 260 282 309 332

署12次防（5年目）目標値（月別）→ 25 49 74 98 123 147 172 196 221 245 270 290

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

59 35 17 15 3 3 46 42 2 51 47 49 22 15 12 1 30 4 4 10 316
65 48 19 28 4 1 42 34 5 52 46 41 24 9 8 4 36 4 11 332

増減率(％) -9.2 -27.1 -10.5 -46.4 -25.0 200.0 9.5 23.5 -60.0 -1.9 2.2 19.5 -8.3 66.7 50.0 -75.0 -16.7 400.0 0.0 -9.1 -4.8 

全業種中の割合 18.7% 11.1% 5.4% 4.7% 0.9% 0.9% 14.6% 13.3% 0.6% 16.1% 14.9% 15.5% 7.0% 4.7% 3.8% 0.3% 9.5% 1.3% 1.3% 3.2% 100.0%

（注１） （注２）データは労働者死傷病報告による死亡及び休業４日以上の災害。

下段は前年同期（確定値）
2017 2017 12

青梅労働基準監督署
  

木造家屋

建築工事

業

＊

警備業

1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 6

全業種中の割合 - - - - - - 100% 100% - - - - - - - - - - - - 100% 

（注）

下段は前年同期（確定値）

上段は本年12月末日現在（確定値）

達成率(死傷)
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達成率(死亡)
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1件/0件
(100%)
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上段は本年12月末日現在（確定値）
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H29青梅署管内労働災害発生状況

青梅署12次防（5年目）目標値

290
災害発生状況（確定値） 災害発生状況（確定値）死亡

1 0死亡

死傷（４日以上）
件以内
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

１ 趣旨  
全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、

「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を

図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で92回目を迎える。 

この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により労働災

害は長期的には減少しているが、平成30年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込み

である。しかし、休業４日以上の死傷災害については、転倒災害の増加等により３年連続で、前年

を上回る見込みである。業種別では陸上貨物運送事業や第三次産業で増加率が高く、事故の型別で

は「転倒」や熱中症を中心とする「高温・低温の物との接触」で増加率が高くなっている。これら

の要因としては基本的な安全対策が不十分なことによる災害の発生や、業種を問わず増加を続けて

いる転倒災害が冬季を中心に発生していることが考えられる。 

また、近年増加している高年齢労働者対策や、今後増加が見込まれる外国人労働者対策をはじめと

する、就業構造の変化及び働き方の多様化に対応等も考慮した、日々の仕事が安全なものとなるよ

うな取組が求められる。 

このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図ることを決意して、第92回全国安全週間は、

以下のスローガンの下で取り組む。 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

新たな時代に PDCA  
みんなで築こう ゼロ災職場 

 
２ 期間 

 ７月１日から７月７日までとする。  

なお、全国安全週間の実効を上げるため、６月１日から６月３０日までを準備期間とする。  

 

３ 主唱者 
厚生労働省、中央労働災害防止協会  

 

４ 協賛者  
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業 労働災害防止

協会、林業・木材製造業労働災害防止協会  

 

５ 協力者  
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

６ 実施者  
各事業場  

 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 
全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。  

（１）安全広報資料等の作成、配布を行う。 

（２）様々な広報媒体を通じて広報を行う。 

（３）安全パトロール等を実施する。 

（４）安全講習会等を開催する。 

（５）安全衛生に係る表彰を行う。 

（６）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 

（７）事業場の実施事項について指導援助する。 

（８）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 

 

８ 協力者への依頼  
主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。  

 

９ 実施者の実施事項  
安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。  

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

① 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び 

安全意識の高揚  

② 安全パトロールによる職場の総点検の実施  

③ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を

通じた自社の安全活動等の社会への発信  

④ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼び

かけ  

⑤ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施  

⑥ 「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施  

 

（２）継続的に実施する事項  

① 安全衛生活動の推進  

ア 安全衛生管理体制の確立  

（ア）年間を通じた安全衛生計画の策定、安全衛生規程及び安全作業マニュアルの整備  

（イ）経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任  

（ウ）安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化  

（エ）労働安全衛生マネジメントシステムの導入等によるＰＤＣＡサイクルの確立 

イ 職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 

（ア）経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施、特に、雇入れ時

教育の徹底及び未熟練労働者に対する教育の実施 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

（イ）就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 

（ウ）災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 

（エ）労働者の安全作業マニュアルの遵守状況の確認  

ウ 自主的な安全衛生活動の促進  

（ア）発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底  

（イ）職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハッ

ト等の日常的な安全活動の充実・活性化  

エ リスクアセスメントの実施  

（ア）リスクアセスメントによる機械設備等の安全化、作業方法の改善  

（イ）ＳＤＳ（安全データシート）等により把握した危険有害性情報に基づく化学物質のリスク

アセスメント及びその結果に基づく措置の推進（「ラベル でアクション」の取組の推進）  

オ その他の取組 

（ア）安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承  

（イ）外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実  

 

② 業種の特性に応じた労働災害防止対策  

ア 建設業における労働災害防止対策  

（ア）一般的事項  

a 足場等からの墜落・転落防止対策の実施、手すり先行工法の積極的な採用、改正された法令

に基づくフルハーネス型墜落制止用器具の積極的な 導入と適切な使用  

b 職長、安全衛生責任者等に対する安全衛生教育の実施  
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

c 元方事業者による統括安全衛生管理、関係請負人に対する指導の実施  

d 建設工事の請負契約における適切な安全衛生経費の確保  

（イ）東日本大震災及び平成 28 年熊本地震に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策  

a 輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施  

b 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の

元方事業者による工事エリア別協議組織の設置  

イ 製造業における労働災害防止対策  

（ア）機械の危険部分への覆いの設置等によるはさまれ・巻き込まれ等防止対策の実施 

（イ）機能安全を活用した機械設備安全対策の推進 

（ウ）作業停止権限等の十分な権限を安全担当者に付与する等の安全管理の実施 

（エ）装置産業の事業場における高経年施設・設備の計画的な更新、優先順位を付けた点検・補

修等の実施 

（オ）製造業安全対策官民協議会で開発された、多くの事業場で適応できる「リスクアセスメン

トの共通化手法」の活用等による、自主的なリスクアセスメントの実施 

ウ 林業の労働災害防止対策 

（ア）チェーンソーを用いた伐木及び造材作業における保護具、保護衣等の着用並びに適切な作

業方法の実施 

（イ）木材伐出機械等を使用する作業における安全の確保 

エ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策 

（ア）荷台等からの墜落・転落防止対策、保護帽の着用の実施 

（イ）積みおろしに配慮した積み付け等による荷崩れ防止対策の実施 

 

 

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の実施  

（エ）トラックの逸走防止措置の実施 

（オ）トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施 

オ 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 

（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 

（イ）経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知 

（ウ）職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、危険の「見え

る化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化 

（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発 

③ 業種横断的な労働災害防止対策 

ア 転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト） 

（ア）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消 

（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置 

（ウ）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の実施 

（エ）転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用 

イ 交通労働災害防止対策  

（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施 

（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施 

（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発 

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼 の実施 

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策 

（ア）雇入れ時教育の徹底・内容の充実 

（イ）非正規雇用労働者、技能実習生等の外国人労働者を含めた安全管理の徹底や安全活動の活

性化 

（ウ）母国語や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施 

（エ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施 

（オ）高年齢労働者に配慮した職場改善の実施 

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保

を含む作業管理の実施 

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に対する配慮、日

常の健康管理や健康状態の確認 

（オ）熱中症予防に関する教育の実施 

（カ）異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請 

（キ）熱中症予防管理者の選任と職場巡視等 

１ 業種別の労働災害防止対策等について 
（１）建設業における留意事項について 

災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながっているものが多く見られる
ところです。改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を図るようお願いします。 
（ア）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いことから、墜落転落防止対

策（作業床や手すりの設置又は安全帯（墜落制止用器具に係る法令改正等について留意）の使用など）の徹底を
行うこと。 
※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第563条、第564条、第567
条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策
を実施すること。 
① 墜落制止用器具の使用が必要な場所においては確実に墜落制止用器具を使用するとともに、墜落制止用器具
の取り付け設備についても確実なものを設置すること。また、墜落制止用器具の使用徹底に係るスローガン
「落ちない設備 落とすな命 ルールを守って墜落ゼロ ～高所では墜落制止用器具を使おう～」を掲げ、墜
落制止用器具の使用徹底についての機運を高めるよう意識付けを行うこと。 

② はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことから、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょ
う！」リーフレットを活用し、正しい使用方法について周知すること。 

③ トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設備や墜落制止用器具の取
り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討すること。 

④ の普及促進を図ること。 
（イ）崩壊・倒壊災害において、土砂崩壊に関連する災害が約半数を占めることから、地山の掘削作業において

は、事前の調査の結果に応じた適切なこう配による掘削の実施又は土止め支保工の設置を徹底すること。 
（ウ）はさまれ・巻き込まれ災害においては、ほぼ全てにおいて、車両系建設機械、移動式クレーン又はトラック

等を起因物としており、これらが輻輳して作業が行われている箇所での災害、これらに轢かれることによる災
害（逸走したことによるものも含む）が多いことから、車両系建設機械等と接触のおそれのある場所への立入
禁止、誘導員の配置、車両系建設機械等の逸走の防止措置等を徹底すること。 

（エ）飛来・落下災害においては、移動式クレーン、ウインチ等による荷の運搬作業時に荷が落下することによる
災害が約半数を占めていることから、作業間の連絡調整を十分に行うことにより荷の下への立入禁止措置を徹
底すること。 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

（ウ）歩行者立入禁止エリアの設定等によるフォークリフト使用時の労働災害防止対策の 

実施  

（エ）トラックの逸走防止措置の実施 

（オ）トラック後退時の後方確認、立ち入り制限の実施 

オ 小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策 

（ア）全社的な労働災害の発生状況の把握、分析 

（イ）経営トップの意向を踏まえた安全衛生方針の作成、周知 

（ウ）職場点検、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、危険の「見え

る化」、ヒヤリ・ハット活動等の安全活動の活性化 

（エ）安全衛生担当者の配置、安全衛生教育の実施、安全意識の啓発 

 

③ 業種横断的な労働災害防止対策 

ア 転倒災害防止対策（ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト） 

（ア）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の解消 

（イ）照度の確保、手すりや滑り止めの設置 

（ウ）危険箇所の表示等の危険の「見える化」の実施 

（エ）転倒災害防止のため安全衛生教育時における視聴覚教材の活用 

イ 交通労働災害防止対策  

（ア）適正な労働時間管理、走行計画の作成等の走行管理の実施 

（イ）飲酒による運転への影響や睡眠時間の確保等に関する安全衛生教育の実施 

（ウ）災害事例、交通安全情報マップ等を活用した交通安全意識の啓発 

 

 

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼 の実施 

 

 

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策 

（ア）雇入れ時教育の徹底・内容の充実 

（イ）非正規雇用労働者、技能実習生等の外国人労働者を含めた安全管理の徹底や安全活動の活

性化 

（ウ）母国語や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施 

（エ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施 

（オ）高年齢労働者に配慮した職場改善の実施 

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保

を含む作業管理の実施 

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に対する配慮、日

常の健康管理や健康状態の確認 

（オ）熱中症予防に関する教育の実施 

（カ）異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請 

（キ）熱中症予防管理者の選任と職場巡視等 

１ 業種別の労働災害防止対策等について 
（１）建設業における留意事項について 

災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながっているものが多く見られる
ところです。改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を図るようお願いします。 
（ア）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いことから、墜落転落防止対

策（作業床や手すりの設置又は安全帯（墜落制止用器具に係る法令改正等について留意）の使用など）の徹底を
行うこと。 
※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第563条、第564条、第567
条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策
を実施すること。 
① 墜落制止用器具の使用が必要な場所においては確実に墜落制止用器具を使用するとともに、墜落制止用器具
の取り付け設備についても確実なものを設置すること。また、墜落制止用器具の使用徹底に係るスローガン
「落ちない設備 落とすな命 ルールを守って墜落ゼロ ～高所では墜落制止用器具を使おう～」を掲げ、墜
落制止用器具の使用徹底についての機運を高めるよう意識付けを行うこと。 

② はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことから、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょ
う！」リーフレットを活用し、正しい使用方法について周知すること。 

③ トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設備や墜落制止用器具の取
り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討すること。 

④ の普及促進を図ること。 
（イ）崩壊・倒壊災害において、土砂崩壊に関連する災害が約半数を占めることから、地山の掘削作業において

は、事前の調査の結果に応じた適切なこう配による掘削の実施又は土止め支保工の設置を徹底すること。 
（ウ）はさまれ・巻き込まれ災害においては、ほぼ全てにおいて、車両系建設機械、移動式クレーン又はトラック

等を起因物としており、これらが輻輳して作業が行われている箇所での災害、これらに轢かれることによる災
害（逸走したことによるものも含む）が多いことから、車両系建設機械等と接触のおそれのある場所への立入
禁止、誘導員の配置、車両系建設機械等の逸走の防止措置等を徹底すること。 

（エ）飛来・落下災害においては、移動式クレーン、ウインチ等による荷の運搬作業時に荷が落下することによる
災害が約半数を占めていることから、作業間の連絡調整を十分に行うことにより荷の下への立入禁止措置を徹
底すること。 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

（エ）飲酒、疲労、疾病、睡眠、体調不良の有無等を確認する乗務開始前の点呼 の実施 

ウ 高年齢労働者、外国人労働者等に対する労働災害防止対策 

（ア）雇入れ時教育の徹底・内容の充実 

（イ）非正規雇用労働者、技能実習生等の外国人労働者を含めた安全管理の徹底や安全活動の活

性化 

（ウ）母国語や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の実施 

（エ）派遣労働者における派遣元・派遣先責任者間の連絡調整の実施 

（オ）高年齢労働者に配慮した職場改善の実施 

エ 熱中症予防対策（ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン） 

（ア）ＷＢＧＴ値（暑さ指数）の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保

を含む作業管理の実施 

（イ）計画的な熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

（ウ）自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

（エ）熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を有する者に対する配慮、日

常の健康管理や健康状態の確認 

（オ）熱中症予防に関する教育の実施 

（カ）異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請 

（キ）熱中症予防管理者の選任と職場巡視等 

 

 

 

 

 

 

１ 業種別の労働災害防止対策等について 
（１）建設業における留意事項について 

災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながっているものが多く見られる
ところです。改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を図るようお願いします。 
（ア）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いことから、墜落転落防止対

策（作業床や手すりの設置又は安全帯（墜落制止用器具に係る法令改正等について留意）の使用など）の徹底を
行うこと。 
※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第563条、第564条、第567
条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策
を実施すること。 
① 墜落制止用器具の使用が必要な場所においては確実に墜落制止用器具を使用するとともに、墜落制止用器具
の取り付け設備についても確実なものを設置すること。また、墜落制止用器具の使用徹底に係るスローガン
「落ちない設備 落とすな命 ルールを守って墜落ゼロ ～高所では墜落制止用器具を使おう～」を掲げ、墜
落制止用器具の使用徹底についての機運を高めるよう意識付けを行うこと。 

② はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことから、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょ
う！」リーフレットを活用し、正しい使用方法について周知すること。 

③ トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設備や墜落制止用器具の取
り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討すること。 

④ の普及促進を図ること。 
（イ）崩壊・倒壊災害において、土砂崩壊に関連する災害が約半数を占めることから、地山の掘削作業において

は、事前の調査の結果に応じた適切なこう配による掘削の実施又は土止め支保工の設置を徹底すること。 
（ウ）はさまれ・巻き込まれ災害においては、ほぼ全てにおいて、車両系建設機械、移動式クレーン又はトラック

等を起因物としており、これらが輻輳して作業が行われている箇所での災害、これらに轢かれることによる災
害（逸走したことによるものも含む）が多いことから、車両系建設機械等と接触のおそれのある場所への立入
禁止、誘導員の配置、車両系建設機械等の逸走の防止措置等を徹底すること。 

（エ）飛来・落下災害においては、移動式クレーン、ウインチ等による荷の運搬作業時に荷が落下することによる
災害が約半数を占めていることから、作業間の連絡調整を十分に行うことにより荷の下への立入禁止措置を徹
底すること。 
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 事業場の安全衛生を確保するためには、労働安全衛生法令の遵守はもとより、事業場
の自主的な安全衛生活動への取り組みが必要です。 

 効果的な安全衛生を行うには、経営トップが各級管理者の役割、権限などを明確するこ
とです。 

安全衛生管理体制の確立 
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安衛法の改正点 
① “労働時間の状況” 

 の把握が必要となります 

② 労働者の面接指導の要件等が変わります 

③ 産業医・産業保健機能が強化されます 

④ 法令等の周知の方法が追加されます 

⑤ 心身の状態に関する情報（要配慮個人情報） 
の取扱規程の作成について示されました 
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安全衛生関係リーフレット 検索 



心身の状態に関する情報の取扱い（新安衛法第104条、新安衛則第98条の３） 

○事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に 
 関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で 
 労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び 
 使用しなければなりません。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この 
 限りではありません。 

健診、面接指導、ストレスチェック検査結果等には、労働者にとって機微な情報も含まれています。 

○事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければな 
 りません。 

＊情報を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針を公表しました。（QRコード） 
 
 指針に基づき事業者が講ずべき措置の具体的内容については、追って通知する予定です。 

「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企画の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ
る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第16条第3項各号に該当する
以下の場合が含まれます。 
一 法令に基づく場合 
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難 
であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要 
が場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
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「取扱規程」を策定するにあたっては、「労働
者の心身の状態に関する情報の適正な取
扱いのために事業者が講ずべき措置に関す
る指針」を参考に、次頁の表の事項にかかる
取扱を定める規程を作成すること。 

事業者が、安衛法に基づき実施する健康診断等の 「健康確保措置」や「ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ等の情報」 につい
ては、そのほとんどが個人情報保護法に規定する「要配慮個人情報」に該当する情報である。 

事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程（以下「取扱規程」）
を策定すること（策定したときは下記※により周知すること） 

事業者が策定すべき取扱規程 の内容、策定の方法、運用等について定めたもの  

事業者 

事業場ごとに衛生委員会又は安 全衛生委員会（以下「衛生委員会等」という。）を
活用して労使関与の下で、その内容を 検討して定めること。 

委員会 

※ 規程等により定め、当該文書を常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え
付ける、イントラネットに掲載を行う等の方法により周知すること。 

である。 

⑤労働者の心身の状態に関する情報の取扱い 

全文はここ
から取得し
てください 



【抜粋】 
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する 指針 

心身の状態に関する情報の取扱い（新安衛法第104条、新安衛則第98条の３） 

○事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に 
 関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で 
 労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び 
 使用しなければなりません。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この 
 限りではありません。 

健診、面接指導、ストレスチェック検査結果等には、労働者にとって機微な情報も含まれています。 

○事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければな 
 りません。 

＊情報を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針を公表しました。（QRコード） 
 
 指針に基づき事業者が講ずべき措置の具体的内容については、追って通知する予定です。 

「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企画の徴候が見られる場合など、人の生命、身体又は財産の保護のために必要があ
る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなど、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第16条第3項各号に該当する
以下の場合が含まれます。 
一 法令に基づく場合 
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難 
であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要 
が場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
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事業場ごとに衛生委員会又は安 全衛生委員会

（以下「衛生委員会等」という。）を活用して労使関
与の下で、その内容を 検討して定め、その運用を
図る必要がある。  

心身の状態に関する情報の取扱い（新安衛法第104条、新安衛則第98条の３） 

である。 

心身の状態の情報の分類 左欄の分類に該当する心身の状態の情報の例 心身の状態の情報の取扱いの原則 

① 労働安全衛生法令に基づき事 業
者が直接取り扱うこととされており、
労働安全衛生法令に定める義務
を履行 するために、事業者が必
ず取り扱わなければならない心身
の状態の情報 

（ａ）健康診断の受診・未受診の情報 
（ｂ）長時間労働者による面接指導の申出の有無 
（ｃ）ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者によ

る面接指導の申出の有無 
（ｄ）健康診断の事後措置について医師から聴取した意見 
（ｅ）長時間労働者に対する面接指導の事後措置について

医師から聴取した意見 
（ｆ）ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者に対

する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見 

全ての情報をその取扱いの目的の達成に必要な
範囲を踏まえて、事業者等が取り扱う必要がある。
ただし、それらに付随する健康診断の結果等の
心身の状態の情報については、②の取扱いの原
則に従って取り扱う必要がある。 

② 労働安全衛生法令に基づき事 業
者が労働者本人の同意を得ずに
収集すること が可能であるが、事
業場ごとの取扱規程により事業者
等の内部における適正な取扱い
を定めて運用することが適当であ
る心身の状態の情報 

（ａ）健康診断の結果（法定の項目） 
（ｂ）健康診断の再検査の結果（法定の項目と同一のものに

限る。） 
（ｃ）長時間労働者に対する面接指導の結果 
（ｄ）ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者に対

する面接指導の結果 

事業者等は、当該情報の取扱いの目的の達成
に必要な範囲を踏まえて、取り扱うことが適切で
ある。そのため、事業場の状況に応じて、・情報
を取り扱う者を制限する・情報を加工する等、事
業者等の内部における適切な取扱いを取扱規程
に定め、また、当該取扱いの目的及び方法等に
ついて労働者が十分に認識できるよう、丁寧な説
明を行う等の当該取扱いに対する労働者の納得
性を高める措置を講じた上で、取扱規程を運用
する必要がある。 

③ 労働安全衛生法令において事業
者が直接取り扱うことについて規
定されていないため、あらかじめ
労働者本人の同意を得ることが
必要であ り、事業場ごと の取扱
規程により事業者等の内部にお
ける適正 な取扱いを定めて運用
すること が必要である心身の状
態の情報 

（ａ）健康診断の結果(法定外項目) 
（ｂ）保健指導の結果 
（ｃ）健康診断の再検査の結果（法定の項目と同一のものを除く。） 

（ｄ）健康診断の精密検査の結果 
（ｅ）健康相談の結果 
（ｆ）がん検診の結果 
（ｇ）職場復帰のための面接指導の結果 
（ｈ）治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書 
（ｉ）通院状況等疾病管理のための情報 

個人情報の保護に関する法律に基づく適切な取
扱いを確保するため、事業場ごとの取扱規程に
則った対応を講じる必要がある。 

⑤労働者の心身の状態に関する情報の取扱い 
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メンタルヘルス
にかかる教育
も忘れずに！ 



 
○ 基本的な安全管理の取組が徹底されていないことにより死亡に至った災害が

散見されます。 

○ 各事業場で整備している安全作業マニュアルについて、労働者への教育や、掲示等による見える

化、朝礼・ミーティング、安全パトロールなどを通じて、労働者への周知をお願いします。 

○ 安全作業マニュアルの遵守状況の確認をお願いします。 

災害事例 基本的な安全管理の取組 

配達先のスーパーマーケットで、荷受け口付近にトラックを止め、荷台に
乗って荷おろし作業を行っていたところ、勾配によりトラックが後方に動き出
したため、トラックの後方から制止しようとしたが、トラックに轢かれたもの。 

パーキングブレーキの使用等の逸走防止措置
を講じること。 

加工機のシリンダーロールを停止せずに、シリンダーロールの表面の調整
を行おうとしたところ、シリンダーロールとゴムロールの間に腕を巻き込まれ
たもの。 

調整作業の際に、シリンダーロールを停止させ
ること。 

河川の測量作業を行っており、作業を終了して岸へ引き返す際、滑って全
身が水中に沈み、溺れたもの。ライフジャケットは備えてあったが、未着用で
あった。 

ライフジャケットを着用すること。 

溝掘削内の側壁にブレーカー等を使用して穴を掘っていたところ、反対側の
側壁が崩れ、全身が土砂に埋もれたもの。 

土止め支保工を設置すること。 



各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

 

１ 業種別の労働災害防止対策等について 
（１）建設業における留意事項について 

災害の発生状況を見ると、基本的な安全対策が不十分なことにより、災害につながっているものが多く見られる
ところです。改めて法令の遵守をはじめとした基本的な対策の徹底を図るようお願いします。 
（ア）「屋根・はり等」から、「足場」から、「開口部」からの墜落・転落災害が多いことから、墜落転落防止対

策（作業床や手すりの設置又は安全帯（墜落制止用器具に係る法令改正等について留意）の使用など）の徹底を
行うこと。 
※ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第518条、第519条、第524条、第563条、第564条、第567
条をはじめとした法令の遵守徹底を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止対策推進要綱に基づく対策
を実施すること。 
① 墜落制止用器具の使用が必要な場所においては確実に墜落制止用器具を使用するとともに、墜落制止用器具
の取り付け設備についても確実なものを設置すること。また、墜落制止用器具の使用徹底に係るスローガン
「落ちない設備 落とすな命 ルールを守って墜落ゼロ ～高所では墜落制止用器具を使おう～」を掲げ、墜
落制止用器具の使用徹底についての機運を高めるよう意識付けを行うこと。 

② はしご、脚立、伸び馬による災害が多いことから、「はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょ
う！」リーフレットを活用し、正しい使用方法について周知すること。 

③ トラック荷台上での墜落等の災害防止のため、現場内での荷卸し等について昇降設備や墜落制止用器具の取
り付け設備の設置等の措置を元請事業者において検討すること。 

④ の普及促進を図ること。 
（イ）崩壊・倒壊災害において、土砂崩壊に関連する災害が約半数を占めることから、地山の掘削作業において

は、事前の調査の結果に応じた適切なこう配による掘削の実施又は土止め支保工の設置を徹底すること。 
（ウ）はさまれ・巻き込まれ災害においては、ほぼ全てにおいて、車両系建設機械、移動式クレーン又はトラック

等を起因物としており、これらが輻輳して作業が行われている箇所での災害、これらに轢かれることによる災
害（逸走したことによるものも含む）が多いことから、車両系建設機械等と接触のおそれのある場所への立入
禁止、誘導員の配置、車両系建設機械等の逸走の防止措置等を徹底すること。 

（エ）飛来・落下災害においては、移動式クレーン、ウインチ等による荷の運搬作業時に荷が落下することによる
災害が約半数を占めていることから、作業間の連絡調整を十分に行うことにより荷の下への立入禁止措置を徹
底すること。 
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各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

 

（２）製造業における留意事項 
（ア）死傷災害の約４分の１を機械等によるはさまれ・巻き込まれ災害が占めていることを踏まえ、機械等による

災害等が発生した機械等はもとより、はさまれ・巻き込まれ災害を発生するおそれのある機械等に対して、リス
クアセスメントの実施及びそれに基づく措置の確実な実施を図ること。 
なお、リスクアセスメントの実施にあたっては、必要に応じ、中央労働災害防止協会が実施する「中小規模事

業場安全衛生サポート事業」の個別支援や集団支援の活用を図ること。 
また、以下のような災害がみられることから、下記①～②に重点を置いて取組を行うこと。 

・軍手を着用してボール盤を用いた作業を行い,ドリルないし切屑に軍手が巻き込まれ、指を切断又は骨折したも
の 

・機械を停止せずに清掃を行おうとして手指を切断したもの 
・プレス機の安全装置を無効としていたもの、又は安全装置の有効範囲外から手指を差し入れて指を切断したも
の 

① ボール盤、フライス盤、中ぐり盤等の回転する刃物による作業についての手袋の使用禁止を徹底すること。 
（労働安全衛生規則第111条） 

② 機械を使用する事業場に対する指導を行う際には、清掃時における機械の停止を徹底すること。 
（労働安全衛生規則第107条及び108条） 

（イ）近年、施設の老朽化等を原因とする墜落などの労働災害も発生していることから、製造業のうち大規模な設
備を有する事業場においては、経年設備の劣化状況の調査結果をまとめたリーフレット等を活用し、計画的な
設備の更新、優先順位を付けた設備の定期的な点検・補修等を実施すること。 

（ウ）上記の対策の実施に当たっては、経済産業省、中央労働災害防止協会及び当省が連携して設立された「製造
業安全対策官民協議会」が公表したリスクアセスメントと労働安全衛生マネジメントシステムの有効性等に関
する分析結果やリスクアセスメントの共通手法等の活用を図ること。 

  
（３）林業における留意事項 
（ア）現在、依然として、激突されといった伐木作業に係る死亡災害が多く発生しており、今後、伐木作業が本格

化する時期を迎えることから、伐木ガイドライン等に留意の上作業を行うこと。 
（イ）労働安全衛生規則改正により、伐木作業等の安全対策を強化する予定であることから、追って通知する予定

の改正内容に留意すること。 
 
 
 

  

46 



各位 

 

職場における労働災害防止対策の推進について 

 

日頃より労働基準行政の推進につきましてご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、当署管内の労働災害の発生件数は、労使の皆様をはじめ、関係各位のご尽力により長期的には

着実に減少してきています。 

しかしながら、平成３０年の労働災害による休業４日以上の死傷者数は、減少傾向がみられず、昨年

の同じ時期に比べ増加という憂慮すべき状況にあります。 

この状況は全国的にも同様であり、第１３次労働災害防止計画では、休業４日以上の死傷者数を５％

以上減少させることを目標としていますが、初年度である今年度の労働災害発生状況を踏まえると、よ

り効果的に労働災害防止対策に取り組む必要があるため、厚生労働省においては、今年度末に向けて、

労働災害の傾向等を踏まえた対策を推進しています。 

つきましては、死亡災害の未然防止及び労働災害全体の減少に向け、より一層の安全・衛生のための

活動を行っていただきますよう要請いたします。 

 

青梅労働基準監督署長 田中宏治  

（４）陸上貨物運送事業における留意事項 
労働災害の多くは荷主先等での荷役作業中に発生しており、荷主、配送先、元請事業者等と連携して安全対策に

取り組めるよう、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインの策定について」（平成25年３月
25日付け基発0325第１号）に基づく対策を徹底すること。 
なお、転倒については下記２（１）を、腰痛については、下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図ること。 
陸上貨物運送事業においては、荷主となる製造業、建設業、小売業等の事業者に対し、荷役ガイドラインに基づ

く荷主等としての取組の必要性を認識いただくため、「荷役５大災害防止対策チェックリスト」（荷主、配送先、
元請事業者等用）等を活用し、荷役作業場所の安全確認等を要請すること。 
各労働災害防止団体等の実施する年末・年始、年度末等の無災害運動等の活動を通じ交通労働災害防止ガイドラ

インにおける安全衛生活動を推進すること。 
ハイヤー・タクシー業について、交通労働災害の死傷者数が前年と比べ大幅に増加していることから、企業全体

（傘下の事業場も含め）における交通労働災害防止のための自主点検を実施するなどの取組を行うこと。 
  
  

外国人労働者（外国人技能実習制度、外国人建設就労者、外国人造船就労者及び製
造業外国従業員受入事業で受け入れられた外国人労働者等）を雇用する事業場につ
いては「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための
指針」（H19.８.３厚労省告示第276号）に示す安全衛生教育の実施、労働災害防
止のための日本語教育等の実施、労働災害防止に関する標識・掲示等について留意
すること。 

【標識・掲示例】建設業労働災害防止協会東京支部 安全指導者 伊原廣和氏 作成 
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（５）その他の業種（第三次産業等） 
ア 小売業における留意事項 

「労働者に安全で安心な施設・店舗づくり推進運動」に積極的に参加し、本社等においては労働災害防止・健康
確保に取り組むとともに、店舗における安全衛生担当者の配置、安全衛生活動の活性化・定着を図ること。 
（平成30年３月30日付け基安発0330 第３号「第13 次労働災害防止計画を踏まえた第三次産業における労働災
害防止対策の推進について」） 
厚生労働省が開設している職場のあんぜんサイトの「働く人に安全で安心な職場・施設づくり推進運動」特設サ

イトに平成29年度に小売業・飲食店の経営トップを対象として実施したセミナーのテキストを公表し、経営トッ
プが先頭に立って、労働災害防止の旗を振り成果を上げている企業の好事例を紹介しているので、参考にすること。 
転倒については下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図ること。 
新聞販売業については、交通事故については下記２（４）を踏まえた対策の徹底を図ること。また、新聞販売業

で多いバイク事故の防止対策として、ヘルメット及び再帰性反射材等を使用した高視認性のベストの適切な着用や、
早朝・夕方のライトの点灯の徹底を図ること。なお、高視認性のベストの選定に当たっては、JIS T 8127（高視
認性安全服）に留意することが望ましいこと。 

イ 社会福祉施設における留意事項 
転倒災害については下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図ること。また、社会

福祉施設における事業者・介護従事者を対象に、腰痛予防講習会を全国で開催しているので、関係事業場において
は積極的に参加すること。 

  
ウ 飲食店における留意事項 

調理中などの労働災害を防止するため、飲食店の労働災害防止マニュアルを参考にするとともに、「労働者に安
全で安心な施設・店舗づくり推進運動」に積極的に参加し、本社等においては労働災害防止・健康確保に取り組む
とともに、店舗における安全衛生担当者の配置の促進、安全衛生活動の活性化・定着を図ること。 
厚生労働省が開設している職場のあんぜんサイトの「働く人に安全で安心な職場・施設づくり推進運動」特設サ

イトに平成29年度に小売業・飲食店の経営トップを対象として実施したセミナーのテキストを公表し、経営トッ
プが先頭に立って,労働災害防止の旗を振り成果を上げている企業の好事例が掲載されているので,参考にすること。 
転倒については下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図ること。 

  
エ 通信業における留意事項 

通信業においては郵便配達中の労働災害が大多数を占めるため、交通事故については下記２（４）、転倒につい
ては下記２（１）、腰痛については下記２（２）を踏まえた対策の徹底を図ること。 
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２ 業種横断的な対策について 
（１）転倒の防止の留意点 
ア 冬季（積雪や凍結による転倒災害が多い時期）での対策 

転倒災害は冬季に積雪等により多く発生する傾向があるため、特に積雪の多い都道府県においては、冬季より
前に、転倒危険場所の周知、滑りにくい履き物の選択とともに、転びにくい歩き方の励行など、転倒防止対策等
を徹底すること。 

イ 高年齢労働者対策 
転倒災害は高年齢労働者、特にそのうち女性の労働者が多く被災する傾向があることから、転倒災害を防止す

るため、転倒危険場所、滑りにくい履き物の選択について労働者に周知するとともに、特に高年齢労働者を多く
雇用する事業場においては、始業前の体操等を実施すること。また、平成30年６月に中央労働災害防止協会が発
行した「エイジアクション100～生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康確保のための職場改
善に向けて～」等、高年齢労働者の安全と健康の確保のための留意事項がまとまったテキスト等を活用すること
。 

（２）腰痛の予防 
第三次産業、製造業、陸上貨物運送事業の動作の反動・無理な動作による死傷者の発生件数は、増加傾向にあ

る。特に、経験年数３年未満の労働者の占める割合が高く、また、40歳以上の労働者においては休業見込みが６
か月以上の重篤な災害が多発している。このことに鑑み、平成25年基発0618第１号「職場における腰痛予防対策
の推進について」に基づく対策の徹底、特に雇入時における腰痛予防等の労働衛生教育や、補助機器の導入等に
よる腰部に負担のかかる作業の省力化等の実施を図ること。 

（３）酸素欠乏症等の防止 
死亡者数が前年と比べ増加している。特に製造業や清掃・と畜業においては、平成10年12月22日付け基安発第

34号「酸素欠乏症等防止対策の徹底について」により救助する者に呼吸器等を確実に使用させる等による二次災
害防止対策を徹底すること、事業場における酸素欠乏危険場所の把握・表示と労働者への周知、酸素欠乏の危険
性等について教育を徹底すること等必要な酸素欠乏症防止対策を実施すること。 

（４）交通労働災害対策 
交通事故（道路）の平成30年（確定）の休業４日以上の死傷者数は、7,889人であり、前年比で0.05％増加し

ている。（死亡災害は169人、前年比15.5％減少） 
交通労働災害防止対策として、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成30年６月１日改正）に基づ

く措置を徹底すること。 
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加齢に伴う心身機能の変化 
東京労働局ホームページ 

「高齢化労働者の安全と健康」 
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高年齢労働者への配慮 
• 高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアルの活用 



 

加齢と心身機能水準 



 

小売業、社会福祉施設、飲食店等の 
第三次産業における労働災害防止対策 
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厚生労働省 
「ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト」 

職場における腰痛予防対策 
 - 中央労働災害防止協会 

交通労働災害を防止するために 

エイジアクション100 
～ 生涯現役社会の実現につながる高年齢労働者の
安全と健康確保のための職場改善に向けて ～ 
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「陸上貨物運送事業における荷役作業の
安全対策ガイドライン」 

「テールゲートリフターを安全に使用す
るために」 

陸上貨物運送事業における荷役災害
等を防止するための留意事項 

ロールボックスパレット使用時の労
働災害防止マニュアル 
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リスクアセスメントの実施支援 
システム 

リスクアセスメントを実施するため
の規程（例） 

リスクアセスメント等関連資料・ 
教材一覧 

機械安全規格を活用して労働災
害を防ぎましょう 
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「老朽化した生産設備における安
全対策の調査分析事業」報告書 

「付帯設備の劣化による労働 
災害を防止するために」 

安全帯が「墜落制止用器具」に 
変わります！ 

はしごや脚立からの墜落・転落 
災害をなくしましょう！ 
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機械による労働災害の防止について【労働安全衛生規則第107条、第111条など】 

 事業者は、動力により駆動される機械
に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に適当な作業帽又は作業服を着用させ
なければならない。 

２ 労働者は、前項の作業帽又は作業服の
着用を命じられたときは、これらを着用
しなければならない。 

 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回
転する刃物に作業中の労働者の手が巻き
込まれるおそれのあるときは、当該労働
者に手袋を使用させてはならない。 

２ 労働者は、前項の場合において、手袋
の使用を禁止されたときは、これを使用
してはならない。 

←（特別な調整用等運転モードを設け、且つ） 

刃部のそうじ等の場合の運転停止等は、 
安衛則第108条 
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「面取り盤等」の「等」には、フライス
盤、中ぐり盤等が含まれるが、丸のこ盤は
含まれないこと。 「昭和47年9月18日 基
発第601号の1」 

安衛則第110条（作業帽等の着用） 

安衛則第111条（手袋の使用禁止） 

留意事項 



外部機関の活用 

       外部機関を活用して、効果的に取組みましょう！ 

ホームページにより確認してから活用してください。 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

東京産業保健総合支援センター 
中央労働災害防止協会 

      一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会 

   公益社団法人 日本作業環境測定協会 

地域産業保健センター 

 事業場で産業保健活動に携わる「産業医、産業看護職、衛生管
理者をはじめ、事業主、人事労務担当者などの方々」を対象に「産
業保健研修」や「専門的な相談」などの支援を行っています。 

産業保健スタッフに対する「専門的研修の実施」 

産業保健スタッフからの「専門的相談への対応」 

メンタルヘルス対策の普及促進のための｢個別訪問支援」 

治療と職業生活のための「両立支援活動」 

 地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医の選任
義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労

働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを行っ

ています。都内18労働基準監督署(支署）管轄区域毎に設置されて

います。 

労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む)に係る相談 

健康診断の結果について医師からの意見聴取 

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導 

個別訪問による産業保健指導の実施 

 大企業の営業所等で労働者数50人未満の事業場においては、本社
等で選任されている産業医等の協力を得られるようにお願いします。 

 労働安全衛生法に定められた厚生労働大臣の行う国家試験に合格し、
労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント名簿に登録された労働

安全衛生の高度の専門家です。 

○労働災害が発生したとき 
○労働安全衛生マネジメントを導入 
 するとき 
○機械設備や化学物質のリスクアセス 
 メントを行うとき 

○機械設備や作業環境の改善を行うとき 
○安全衛生後援や安全衛生教育の講師が 
 必要なとき 
○安全衛生管理規程や作業手順の作成を 
 行うとき 
○安全衛生管理活動の活性化 等 

こんな時に活用できます 

 中央労働災害防止協会は労働災害防止団体法に基づき設立
されています。 

１ 安全衛生意識高揚のための 
  運動の展開 

２ 企業の指導者、安全衛生 
  スタッフの養成 

３ 専門家による技術支援の実施 

４ 安全衛生情報の提供 

５ 労働災害防止のための調査 
  研究等 

６ ゼロ災運動の展開 

７ 心身両面による健康・快適 
  職場づくりの推進 

 日本作業環境測定協会は作業環境測定法に基づき、作業環境測定士お
よび作業環境測定機関の業務の進歩改善に資する事などを目的として設立

されています。 

無料 ＊有料となる 
 場合もあります 

有料 

有料 

有料 

作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場 

○土石、岩石、鉱物、金属または炭素の 
 粉じんを著しく発散する屋内作業場 
○放射線業務を行う作業場所（放射性物 
 質取扱作業室、事故由来廃棄物等取扱 
 施設） 
○一定の鉛他金属類取扱業務の屋内作業場 

○特定化学物質(第1類物質または第2類 
 物質）製造し、または取扱う屋内作業 
 場 
○有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種 
 有機溶剤）を製造し、または取扱う一 
 定の業務を行う屋内作業場 
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労働者死傷病報告 

労災事故 

41ページ 

業務上災害により，死亡又は4日以上
休業した場合は「労働者死傷病報告
書」を遅滞なく所轄の労働基準監督署
長に提出する必要があります。 
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